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この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が実

施する「令和６年度いわて農林漁業者産直 EC 活用人材育成業務」（以下「本業務」という

。）に係る委託候補者の選定に関して、県が、契約する事業者（以下「受託者」という。）

に要求する本業務の概要や仕様を明らかにし、プロポーザルに参加しようとする者（以下

「参加者」という。）の提案に具体的な指針を示すものである。 

 

１ 本業務の概要 

⑴ 趣旨及び目的 

   新型コロナウイルス感染症の影響などにより、消費者の購買行動が変化し、ネット通

販市場が拡大していることから、岩手県の生産者と全国の消費者の繋がりを深め、農林

水産物の継続的な販路の創出を促進するため、産直ＥＣサイト（以下「ＥＣサイト」と

いう。）を積極的に活用できるデジタル人材を育成すること。 

 

⑵ 業務概要 

 ア 業 務 名 令和６年度いわて農林漁業者産直 EC 活用人材育成業務 

 イ 委託期間 委託契約締結日から令和７年３月７日（金） 

 

⑶ 業務内容    

  県と協議・調整を図りながら、次の業務を行う。 

ア 研修会及びワークショップ開催に関する業務 

    ＥＣサイトで全国へ販売するノウハウを身につけることを目的とした研修会及び

ワークショップを開催すること。 

  （ア）開催時期 

     県と協議のうえ、決定すること。 

（イ）研修会の開催 

消費者が検索しやすいキーワード対策や広告販促などに必要な知識や手法に関

する内容とすること。（県内２地域、各１回）） 

 （ウ）ワークショップの開催 

商品写真の撮り方や掲載画像の作り方について実践を交え、参加者同士でより

商品の魅力を伝えることができる技術等を学べる内容とすること。（県内２地域、

各１回） 

  （エ）参加者の募集 

岩手県内の生産者等ＥＣサイトに関心をもつ生産者を募集すること。 

（30 名程度/回） 
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イ 業務内容 

（ア）会場の手配 

   研修会及びワークショップが実施できるような会場を選定すること。 

（イ）研修会の運営 

   セミナー講師の手配、開催に必要な資料作成・提供事務等、一切の調整等を行う    

こと。 

 また、リモート参加も対応すること。 

  （ウ）アンケートの実施 

     ＥＣサイトの活用状況について参加者に対するアンケートを実施すること。 

  （エ）その他 

     提案内容の実施効果をより高めるために、上限予算内で実施可能なものがあれ

ば提案を認める。 

 

 ⑷ 事業実績報告 

  ①  報告書作成 

    上記⑶の内容に係る実施経緯及び結果をまとめた報告書を作成すること。 

②  報告書の納品 

上記⑷①の報告書の納品については、書面及び電子データ（Microsoft Word 又は

PowerPoint 形式）で提出すること。 

 

２ 契約に関する条件 

⑴ 再委託等の制限 

① 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

②  受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再  

委託の内容、再委託先（商号又は名称）、その他再委託先に対する管理方法等、必要 

事項を県に対して文書で提出し、承諾を得なければならない。 

 

⑵ 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

① 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、そ  

の理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

② 県は、上記「(1) 再委託等の制限」②により受託者から委託を受けた者で本業務 

の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示 

した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

③ 受託者は、上記①、②による請求があったときは、当該請求に係る事項について必 

要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、県に対して文書に 

より通知しなければならない。 

 

⑶ 権利の帰属等 

① 本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所

有権等に関しては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転
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することとする。 

 

⑷ 機密の保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第 

三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後もまた同様である。 

 

⑸ 個人情報の取扱い 

個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 66 

条第２項において準用する同条第 1 項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契 

約内容の特記事項について遵守しなければならない。 

 

３ その他留意事項 

⑴ 契約に当たっては、企画提案の内容及びその後の協議に応じて仕様書を変更するこ

とがあること。 

 

⑵ 本事業の執行に当たっては、随時、県と協議を行うこと。 

 

⑶ この仕様書に記載のない事項については、県と受託者で協議の上、取扱い等を決定

するものとする。 



別 記 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行

（以下「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人

情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関する情報についてもまた、同様

に適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除された後において

も、同様とする。 

 （個人情報の持出しの禁止） 

第３ 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち

出してはならない。 

 （保有の制限） 

第４ 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令（条例

を含む。）の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を

超えて個人情報を保有してはならない。 

 （個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第５ 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の

目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 （漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第６ 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （資料の返還等） 

第７ 受注者は、業務を処理するために、発注者から引き渡された、又は受注者自らが取得し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料は、業務完了後、直ちに発注者に返還し、又は引

き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

 （実地調査） 

第８ 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実

地に調査することができる。 

 （指示、報告等） 

第９ 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者

に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 



 （事故発生時の対応） 

第 10 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係

る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、

事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

２ 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故

に関する情報を公表することができる。 

 


